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11月のこよみ

1日　灯台記念日

〃　狩りょう解禁

2日　万国頚便記念

日

3日　文化の日

8日　立冬

9日　太陽暦採用記

念日

11日　世界平和記念

日

15日　七五三碗

21日　家庭の日

23日　動労感謝の日

〃　新穀感謝の日

夕　小雪

26日　秋季火災予防

遜憫始まる

町民　の動き

がんお報町

臨
時
議
会
開
催
さ
れ
る

ク
老
人
医
露
費
の
助
成
に

関
す
る
条
例
可
決
〟

去
る
十
月
八
日
、
開
会
の
第
四
回
臨

時
議
会
に
お
い
て
、
審
議
可
決
さ
れ
た

韻
案
を
左
記
の
と
お
り
お
知
ら
せ
し
ま

す。議
案
第
五
七
号

昭
和
四
十
六
年
度
遼
費
町
一
般
会
計

補
正
予
算

補
正
観
望
ハ
、
五
五
三
千
円
、
総
額

六
七
五
、
五
三
二
千
円

主
な
る
補
立
は
、
老
人
医
療
袋
補
助

一
、
六
8
千
円
、
火
欝
一
部
組
合

負
担
金
一
、
七
九
七
千
円
、
小
規
模
土

地
改
良
（
上
別
府
、
広
渡
地
区
魔
道
整

備
）
三
、
〇
五
〇
千
円
、
出
門
橋
修
理

一
、
一
五
〇
千
円
、
韮
広
縁
通
路
舗
装

三
、
七
〇
七
千
円
、
産
炭
地
通
路
舗

装
（
出
生
雑
団
地
し
ん
入
通
路
）
五
、

七
三
八
千
円
災
蕾
復
旧
稜
（
山
手
線
外

十
六
ヶ
所
）
三
、
三
二
四
千
円
等
総

額
四
六
、
五
五
三
千
円
追
加
補
正

○
議
案
第
五
八
号

昭
和
四
十
六
年
度
遠
賀
町
農
業
共
済

確
薬
特
別
会
計
補
玉
子
舞

補
正
額
書
手
円
、
総
額
一
四
、
八

二
五
千
円

○
強
襲
第
五
九
号

遠
賀
阿
寒
大
慶
馨
の
助
成
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

老
人
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

う
ち
七
十
才
以
上
の
老
人
に
対
し
、

窓
口
支
払
の
一
部
負
担
金
を
助
成
す

る。○
築
館
六
〇
号

土
地
取
得
に
つ
い
て

遊
資
町
庁
舎
局
地
（
財
産
）
取
得
に

関
す
る
撰
決

○
議
案
第
六
一
号

避
賀
町
庁
会
馨
疎
薬
（
主
体
工
事

）
請
負
契
約
締
話
に
つ
い
て

契
約
金
額
九
五
、
五
五
〇
万
円

契
約
の
相
手
方
岡
崎
工
業
K
K

O
議
案
第
六
二
号

遠
賀
町
庁
憲
蓋
薬
（
亀
気
工
衝
）

請
負
契
約
に
つ
い
て

契
約
金
額
一
、
二
七
八
万
円

契
約
の
相
手
方
山
陽
屯
気
工
穣
K
K

O
議
簗
第
六
三
号

遠
賀
町
墓
霞
悪
業
（
冷
暖
努
衛

生
工
犠
）
滞
貨
契
約
に
つ
い
て

契
約
金
啓
三
、
○
垂
ハ
千
円

契
約
の
相
手
方
三
光
冷
凍
工
業
K
K

O
発
葉
第
六
四
号

紫
雲
頚
の
選
任
に
つ
き
同
窓
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

村
田
澄
、
馨
壷
己

○
議
案
第
六
五
号

人
権
按
護
委
員
の
推
せ
ん
に
つ
い
て

同
輩
秦
め
る
こ
と

篠
田
薄

○
選
挙
第
二
二
号

選
挙
管
理
蛮
風
及
び
補
充
風
の
馨

に
つ
い
て

当
選
人

石
橋
多
七
、
天
球
儀
、
田
代
秋
穂
、

柴
田
額

補
充
良

第
一
矢
野
定
置
、
第
二
谷
口
説
夫
、

第
三
安
璃
芳
雄
、
第
四
近
藤
狩

－人　事－

〝
収
入
役
に

山
本
里
庄
選
任
〝

十
月
二
十
一
日
臨
時
議
会
に
於
て
前

太
田
収
入
役
の
後
任
と
し
て
、
山
本
磐

氏
が
万
域
一
致
で
可
決
、
遷
任
さ
れ
ま

した。

法
律
人
権
特
別
相
談
所
開
設

一
、
日
時
　
楊
所

十
二
月
二
日
、
午
前
十
時
⊥
一
高
迄

遠
賀
町
公
民
館

※
当
日
都
合
の
惑
い
方
は
下
露
所
で

も
相
談
に
応
じ
ま
す
。

十
二
月
七
日
　
午
前
十
時
三
一
時
迄

水
巻
町
町
民
会
館

十
二
月
八
日
　
午
前
十
時
圭
一
特
進

岡
垣
町
後
潟

十
二
月
二
十
日

芦
屋
町
母
子
健
康
セ

ンター

二
、
相
餓
事
項

○
暴
力
や
威
力
で
舎
若
輩
求
さ
れ
た

り
営
発
を
防
脅
さ
れ
た
り
、
不
法
に

住
居
の
立
進
さ
を
迫
ら
れ
た
こ
と
な

ど
○
誤
っ
た
報
逆
な
ど
で
名
誉
や
信
用
が

侵
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

○
公
禦
議
の
蛾
櫛
乱
用
や
、
不
当
な

取
扱
い
で
人
権
を
宰
試
さ
れ
た
と
き

○
そ
の
他
交
通
郵
蜜
－
金
銭
貸
借
、
土

地
家
屋
、
戸
籍
、
信
用
問
題
な
ど
一

般
人
権
問
題
及
び
一
般
法
律
問
題

米
穀
類
賠
入
通
帳
の

有
効
期
間
の
延
長
に

つ
い
て

現
在
使
用
車
の
米
穀
通
帳
の
有
効
期

間
は
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
三
十
日
迄
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
有
効
期
間
が
昭

和
四
十
七
等
i
一
月
三
十
日
ま
で
種
皮

と
な
り
、
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま

す。

ー



胎和40年⊥1月　⊥9　日　邦書丁かんお調印

退
任
　
の
御
挨
拶

ゆ
た
心

力

　

　

月

　

　

　

　

泰

親
愛
な
る
。
遼
費
町
の
皆
さ
ん
、

大
変
永
い
〈
間
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
大
正
十
年
五
月
七
日
以
来
、
あ
し

か
げ
五
十
年
（
一
時
国
鉄
へ
）
花
園
に

在
っ
た
浅
木
の
役
場
に
奉
職
し
、
去
る

十
月
九
日
に
邁
費
町
助
役
の
任
期
が
満

了
し
退
任
致
し
ま
し
た
。

そ
の
間
満
四
九
年
の
永
い
あ
い
だ
、

浅
学
鈍
才
の
上
不
躾
け
な
私
を
、
御
指

導
ご
べ
ん
遥
下
さ
れ
、
誠
に
感
謝
感
激

に
堪
え
ま
せ
ん
。

在
職
中
の
こ
と
が
ら
を
想
い
起
せ

ば
、
戦
前
、
戦
車
、
戦
後
の
激
動
す
る

社
会
状
勢
の
央
に
於
げ
ろ
歴
史
の
変

遷
、
又
そ
の
中
に
於
て
流
動
せ
ん
と
す

る
地
方
自
治
の
変
革
、
郡
制
の
廃
止
、

町
村
合
併
、
公
共
営
造
物
の
造
成
（
学

校
、
庁
舎
病
院
、
火
勢
鶴
、
道
路
の

新
設
、
改
良
、
治
水
土
木
な
ど
）
数
次

に
及
ぶ
軍
艦
、
水
軍
近
年
に
至
っ
て

は
広
域
行
政
（
養
老
福
祉
施
設
、
病

院
、
ゴ
ミ
し
尿
処
理
、
病
院
、
上
水

遺
、
消
防
、
火
葬
場
施
設
、
公
寄
排
除

の
環
境
鶉
僻
な
ど
）
の
推
進
等
々
、
私

が
仕
え
た
十
五
代
（
重
層
太
郎
の
、

原
田
房
太
郎
、
柴
田
円
太
、
安
部
伝

次
、
加
藤
澄
雄
、
名
和
朴
、
吉
野
欝

の
有
言
茂
也
の
、
小
川
竃
一
郎
の
と
柴

田
蟹
殻
の
十
氏
）
の
村
長
さ
ん
や
町
長

さ
ん
が
郷
土
．
お
ん
が
◆
の
進
展
と
興

隆
に
鋭
意
全
力
を
傾
倒
さ
れ
た
御
努
力

で
預
畝
に
満
腔
の
篤
さ
謝
憩
を
捧
げ
る

と
共
に
、
十
三
回
に
及
ぶ
公
選
の
町
議

諸
賢
、
区
長
、
生
産
組
合
長
さ
ん
や
そ

の
他
諸
々
の
行
政
機
関
、
納
入
金
、
脊

年
間
を
始
め
と
す
る
各
惑
諸
団
体
の
先

輩
各
位
の
絶
大
な
る
御
援
助
に
よ
っ

て
、
大
通
な
く
勤
め
て
参
り
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
友
愛
盗
る
る
御
懇
情
毛
深

か
く
肝
に
銘
じ
て
、
裳
に
努
め
余
生

を
無
秘
に
過
ご
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

建
設
譜
の
高
鳴
る
遠
賀
町
政
の
発
展

向
上
と
皆
さ
ん
の
御
健
嬢
と
ご
多
幸
を

祈
念
し
つ
つ
蹟
謡
な
広
報
の
紙
上
を
か

り
て
御
按
拶
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
よ
う

なら。

2
　
診
療
を
受
け
た
翌
月
の
初
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
由
綺
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
申
請
用
紙
は
役
場
社
会
係
に
あ

り
ま
す
の
で
イ
ン
カ
ン
を
持
参
下

さい。

六
、
助
成
金
の
決
定
と
通
知

町
長
は
申
護
善
愛
座
し
た
ら
、
そ

の
内
容
浮
審
査
し
そ
の
決
定
を
す
る

七
、
支
給
の
時
期

串
静
の
日
か
ら
三
ケ
月
以
内
に
助
成

金
喜
美
給
す
る
。
支
給
す
る
と
き
、

対
愈
箸
が
死
亡
な
ど
に
よ
り
支
給
が

で
き
な
い
と
き
は
、
町
長
が
適
当
と

認
め
た
し
の
に
支
給
す
る
こ
と
が
で

きる。

八
、
届
出
の
義
務

対
馨
と
同
居
し
て
い
る
親
族
に
次

の
謡
項
が
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
す

み
や
か
に
届
出
る
こ
と
。

住
所
、
世
帯
主
の
氏
名
、
被
保
険
者

証
番
号

資
棺
喪
失
に
関
す
る
事
項

九
、
譲
渡
、
担
保
の
禁
止

権
利
を
他
に
ゆ
づ
っ
た
り
担
保
に
し

て
は
な
ら
な
い
。

十
、
対
象
と
な
る
医
療
の
始
期

昭
和
四
十
六
年
十
月
一
日
か
ら

児
童
手
当
の
請
求
手
続
を

い
た
し
ま
し
ょ
う
／

老
人
の
医
簾
費
を

助
成
を
し
ま
す

一
、
対
舞
著

し
　
遠
賀
町
国
民
健
康
保
険
加
入
世

帯
の
肉
七
〇
才
以
上
の
老
人

2
∴
遠
賀
町
の
区
域
内
に
引
続
き
一

ケ
月
以
上
住
所
を
有
す
る
も
の

3
　
年
度
の
中
途
に
お
い
て
次
の
各

号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
が
あ

る
と
き
は

イ
　
新
た
に
町
の
区
域
内
に
引
続

き
三
ケ
月
以
上
の
住
所
を
有
す

る
に
至
っ
た
者
は
そ
の
翌
月
か

ら
ロ
　
新
た
に
七
〇
才
に
達
し
た
者

は
そ
の
違
し
た
月
か
ら

二
、
助
成
の
頼

1
　
医
療
棲
関
（
病
院
）
の
窓
口
で

支
払
っ
た
額
（
自
己
負
担
の
三
割

の分）

2
　
入
院
の
場
合
は
入
院
日
数
に
一

〇
〇
円
を
乗
じ
た
額
を
差
引
い
た

額

三
、
助
成
金
の
免
責

助
成
の
対
象
と
な
る
べ
き
疾
病
又
は

負
傷
が
第
三
者
に
よ
る
行
為
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
で
、
そ
し
て
第
三
者

か
ら
韻
書
賠
償
を
受
け
る
額
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
限
度
内
で
、
そ
の
助

成
の
蜜
を
免
か
れ
る
。

四
、
対
禽
著
の
登
録
と
通
知

1
　
老
人
医
療
対
義
著
の
台
帳
に
登

録
2
　
登
録
し
た
と
き
は
本
人
に
通
知

する。

五
、
助
成
金
の
申
請
の
義
務

ュ
　
別
に
定
め
る
様
式
で
町
長
に
申

請
す
る
こ
と
。

一
、
児
童
手
当
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
人
は

児
薮
手
当
は
、
日
本
国
内
に
住
所
が

あ
る
日
本
国
民
が
、
次
の
要
件
に
あ
て

は
ま
っ
て
い
る
と
き
に
支
給
さ
れ
ま

す。㈲
　
十
八
壁
木
浦
の
児
車
を
一
天
以
上

婆
育
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
人

以
上
が
浅
務
教
背
終
了
前
（
当
初
は

四
七
年
一
月
一
日
現
在
五
歳
未
満
）

の
児
轟
で
あ
る
こ
と
。

㈲
　
そ
の
人
の
前
年
の
収
入
が
、
一
定

の
額
（
扶
装
親
族
が
五
人
の
場
合
二

百
万
円
）
に
満
た
な
い
こ
と
。

な
お
、
こ
の
児
強
手
当
は
、
各
種
の

福
祉
年
金
か
児
童
扶
養
手
当
な
ど
を
受

け
て
い
る
人
で
良
美
給
さ
れ
ま
す
。

二
、
児
童
手
当
の
額
は

児
韮
手
当
の
月
額
は
、
三
人
以
上
の

児
塾
の
う
ち
、
出
生
順
に
か
ぞ
え
て
三

人
目
以
降
の
児
盛
で
、
義
務
教
育
終
了

前
（
当
初
は
五
嬢
未
満
）
の
も
の
一
人

に
つ
き
、
三
、
0
8
円
で
す
。

当
初
の
支
給
月
類
例

（
へ
＞
数
空
一
、
0
8
円
に
か

け
る
数
に
な
り
ま
す
。
）

児
童
が
八
嬢
、
七
歳
、
＜
四
歳
）
、

＾
三
種
V
の
四
人
の
場
合

三
、
0
8
円
×
二
⊥
ハ
、
0
8
円

児
盛
が
十
六
肇
十
簸
、
七
歳
、
へ

四
歳
＞
の
四
人
の
場
合

三
、
8
0
円
×
一
＝
三
、
0
0
0
円

児
並
が
四
肇
三
校
、
＜
一
校
V
の

一
一
六
の
嫁
合

三
、
8
0
円
×
一
1
－
三
〇
〇
〇
円

一
－
一
、
児
童
手
当
を
受
け
る
た

め
の
手
続
き
は

児
董
手
当
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に

は
、
町
長
に
認
霜
求
語
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
児
遜
手
当

を
担
当
の
社
会
係
に
申
し
で
て
く
だ
さ

い
。
（
イ
ン
カ
ン
詩
参
の
こ
と
）

な
お
、
公
務
員
と
三
公
社
に
勤
め
て

い
る
方
は
、
勤
め
先
に
申
し
で
て
く
だ

さい。四
、
児
童
手
当
の
支
給
は

児
韮
手
当
は
、
町
長
が
支
給
を
受
け

る
資
格
が
あ
る
と
認
定
し
た
人
に
対
し

て
、
昭
和
四
十
七
年
の
一
月
分
と
二
月

分
を
二
月
に
支
払
い
ま
す
。

な
お
、
そ
の
後
は
毎
毎
度
、
六
月
、

十
月
、
二
月
の
三
回
に
分
け
て
、
そ
れ

ぞ
れ
前
月
ま
で
の
分
蔓
払
い
ま
す
。
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、第　六　回　町　民　体　育　祭、

（10月10　日）

好天に恵まれ和気あいあいで終る

がんお報町

汝
の
と
お
り
マ
ラ
ソ
ン
大
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
各
位
の
参
加
を
お
待
ち
し

ます。

己

遠
賀
町
マ
ラ
ソ
ン
大
会

開
催
要
項

趣
　
旨

広
く
町
民
の
問
に
ス
ポ
ー
ツ
を
振
興

し
、
そ
の
洋
及
発
展
と
ス
ポ
ー
ツ
稲
神

の
高
警
は
か
り
一
周
健
康
で
明
朗
な

町
民
生
活
の
磁
立
に
誇
与
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
大
会
は
明
年
一
月
二
十
三

日
行
な
わ
れ
る
遼
萄
郡
内
町
対
抗
駅
伝

競
走
の
選
手
適
者
毒
薬
ね
て
お
こ
な

う。⊥
　
主
催
　
邁
卸
町
体
育
協
会

「
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」
開
催

期
日
　
十
二
月
十
九
日
（
日
曜
日
）

2
　
後
援
　
遠
賀
町
繋
菓
琵
会
遼

賀
町

3
　
期
日
　
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
十

九
日
（
日
曜
日
）

4
　
集
合
場
所
及
び
時
間

島
田
小
学
校
九
些
千
分

ま
で
参
集
十
時
出
発

5
　
実
施
方
法

の
一
般
の
部
（
高
校
、
大
学
生
及

び
二
十
六
才
以
上
の
も
の
）

の
∴
脊
年
の
部
（
二
十
五
才
ま
で
の

もの）

㈲
　
中
学
生
の
部

㈲
　
オ
ー
プ
ン
の
郵
（
町
外
者
）

6
　
コ
ー
ス

一
般
、
青
年
、
オ
ー
プ
ン
の
部
（

六
、
五
〇
〇
m
）

出
門
小
－
松
の
木
－
若
松
－
鬼
淑
丁

尾
崎
⊥
出
門
小

中
学
生
の
部
（
約
四
、
五
〇
C
n
（

鬼
門
小
⊥
鬼
淳
－
尾
崎
⊥
出
門
小

7
　
競
羨
上
の
津
憲

の
　
選
手
は
道
路
の
左
側
を
走
る
こ

と
の
伴
走
（
自
動
車
、
単
車
、
自
転

車
）
は
認
め
な
い

㈲
　
競
技
由
疎
放
が
あ
っ
た
場
合
、

応
急
処
匪
だ
け
主
催
者
が
行
な
う

が
そ
の
後
は
本
人
負
担
と
す
る

㈲
　
急
に
走
る
と
健
康
上
よ
く
な
い

の
で
、
あ
る
穣
度
練
習
し
て
お
く

こ
と

8
　
表
彰

各
部
共
一
位
は
賞
状
、
三
位
ま
で
賞

品
、
参
加
者
仝
貝
に
参
加
賞

9
　
参
加
申
込

十
二
月
十
日
ま
で
整
稟
請
会
変
移

局
に
申
込
む
こ
と

第
七
回
　
遠
賀
郡
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会

ュ
　
期
　
日
　
昭
和
四
十
六
年
十
一

月
二
十
三
日
（
祭
）
午
前
十

時

2
　
種
　
別
　
の
　
中
学
生
の
部

五
キ
ロ

の
∴
高
校
生
の
部

十
キ
ロ

㈲
一
般
の
部十

キ
ロ

3

　

コ

ー

ス

ス
タ
ー
ト
　
遠
賀
中

学
校
玄
関
前

五
キ
ロ
　
尾
崎
蟹

喰
折
返
し

4
　
申
込
締
切
　
昭
和
四
十
六
年
十
一

月
二
十
日
（
土
）
必
詐
す
る

よ
う
送
付
の
こ
と
。

5
　
申
込
み
先
北
九
州
市
八
幡
区
折

尾
　
福
岡
県
教
育
庁
遠
賀
出

張
所
内
遠
賀
郡
ロ
ー
ド
レ
ー

ス
大
会
係
又
は
遭
聾
町
教
育

委
員
会
ま
で

今
年
の
町
民
依
畜
祭
は
十
月
十
日
の

体
育
の
日
に
実
施
し
ま
し
た
が
、
久
し

ぶ
り
の
小
春
日
よ
り
に
恵
ま
れ
、
町
民

多
数
の
参
加
を
得
て
終
始
和
気
あ
い
あ

い
の
中
に
終
了
し
ま
し
た
こ
と
を
関
係

各
位
に
堰
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

明
る
い
町
づ
く
り
も
こ
の
気
詩
で
皆

な
で
推
進
し
て
行
き
度
い
と
存
じ
ま

す。
な
お
、
成
績
は
次
の
通
り
で
す
。

▽
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
　
①
遠
賀
川
区
③
乗

員
区
⑧
新
町
区
④
今
古
賀
区

▽
小
中
学
生
リ
レ
ー
①
遠
賀
川
区
③

浅
木
区
⑪
尾
崎
区
④
虫
生
涯
区

▽
昔
年
リ
レ
ー
①
別
府
区
②
広
漠
区

⑤
東
町
区
④
老
良
区

▽
混
成
リ
レ
ー
①
出
港
区
⑧
老
良
区

⑤
虫
生
津
区
④
今
古
賀
区

総
合
成
績
⑧
老
艮
区
⑧
遭
賀
川
区

③
別
府
区
④
今
古
賀
区
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「交通災害共済」に加入しましよう

不幸にして交通容赦にあったとき、急場の生活の窮状を速かに救済

するのか交通典済制睦です。最近特に子供さんや、お年寄の密殺が壇
加しております。万一のために家族ぐるみこ明日入‾下さい。

交通災害共済加入状況（S46・10・20）

見　舞　金‾請　求　状　況

昭和46年度（S46・4・1－S46・10・20）

件　数i　見　舞∴金鶴∴∴薯　　の　　澄，∴度

死　　亡
6カ月以上（3等級）
3カ月以上一6カ月未満（4等級）
1カ月以上一3カ月未漸（5等級）
1週間以上－1カ月未満（6等級）

計

㊥
　
秋
の
全
国
火
災

予
防
運
動
始
ま
る
〃
‥

競
二
縮
藩

「
い
ま
、
燃
え
よ
う
と
し
て

い
る
火
が
あ
る
」

火
災
の
軽
り
や
す
い
季
節
と
な
↓
て

い
ま
ず
。
本
年
の
上
半
期
の
火
災
件

数
、
勝
訴
薯
は
醇
年
同
期
に
比
べ
、
い

ず
れ
も
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
反

面
、
住
宅
火
災
は
い
ず
れ
も
増
加
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
各
家
庭
に
お
け
る
日

常
の
防
火
態
勢
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

各
家
庭
に
お
い
て
親
子
の
露
文
ロ
い
の

時
間
毛
蟹
げ
ろ
等
し
て
次
の
こ
と
に
つ

い
て
創
患
工
夫
と
実
施
の
徹
底
を
し
ま

し
ょ
う
。

①
火
気
便
周
器
具
の
安
全
な
取
り
扱

い
と
使
用
後
の
点
検

①
　
火
気
使
用
域
所
の
磐
護
憲
と
陶

近
の
可
燃
物
の
除
去

⑤
　
火
災
危
険
物
品
の
安
全
な
取
扱
い

と
保
管

④
　
雛
選
聞
、
外
出
時
の
火
の
元
点
検

⑤
　
バ
ケ
ツ
一
杯
の
水
の
く
み
距
さ
の

励
行
と
必
翼
に
応
じ
た
消
火
器
の
設

醸
③
畿
経
路
の
設
定
、
避
難
器
具
の

溝
等

①
　
老
人
、
病
人
、
子
供
等
の
就
寝
場

所
の
選
定

③
攫
器
具
（
石
油
ス
ト
ー
フ
）
の

正
し
い
使
い
方
…
・
・
使
用
方
法
、
使

用
潟
所

⑩
　
た
ば
こ
の
袈
げ
捨
て
と
寝
た
ば
こ

の
防
止

遠
賀
郡
消
防
署
種
諸
番
号

火
災
と
救
急
…
：
（
〇
九
三
）

六
九
～
〇
二
九
番

予
防
相
談
…
・
・
（
〇
九
三
）

六
九
－
三
8
一
番

◎
消
火
器
の
斡
旋
に
つ
い
て

先
般
回
斑
で
消
火
器
の
注
文
を
受
け

ま
し
た
が
、
ま
だ
各
家
庭
に
倣
え
つ
け

て
い
な
い
家
慶
も
あ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
の
で
こ
の
税
金
に
是
非
備
え
つ
け
て

下
さ
い
。

申
込
み
は
役
場
庶
務
課
消
防
係
ま
で

「
ポ
ン
ド
遊
び
」
を

追
放
し
ま
し
ょ
う

町
内
の
各
所
に
、
ボ
ン
ド
遊
び
を
し

た
あ
と
の
ビ
一
丁
ル
袋
や
ボ
ン
ド
の
墾

ビ
ン
が
投
捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
遊
び
は
健
全
な
背
少
の
体
を
む

し
ば
む
有
害
な
遊
び
で
あ
り
ま
す
。
各

位
の
協
力
に
よ
り
、
こ
の
遊
び
を
追
放

し
た
い
も
の
で
す
。
現
場
を
見
ら
れ
た

と
き
は
、
愛
の
一
言
を
お
願
い
し
ま

す
。
（
青
少
年
問
題
協
議
会
）

恩
給
法
の

改
正
に
つ
い
て

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
さ
き
に
町
報
で

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
し
た
が
、
未
請
求

者
が
多
数
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
の

で
、
左
記
該
当
者
は
至
急
役
怒
社
会
係

で
手
続
を
し
て
下
さ
い
。

一
、
該
当
者

1
　
今
ま
で
の
普
通
恩
給
、
一
時
恩
給

の
受
給
権
者
を
除
き
ま
す
。

2
　
実
在
壁
二
年
以
上
七
年
未
満
の
下

士
官
以
上
で
、
下
士
官
以
上
と
し
て

の
在
職
期
間
が
一
年
以
上
の
雪

3
　
昭
和
四
十
六
床
千
月
一
日
を
ら
通

用
さ
れ
ま
す
。

4
∴
昭
和
五
十
三
年
九
月
三
十
日
が
時

効です。

5
　
繋
手
続
等
は
役
場
住
民
課
社
会

係
に
問
い
合
わ
せ
て
下
き
い
。

香
典
返
し
お
礼

次
の
方
々
か
ら
遠
賀
町
社
会
福
祉
協

話
会
に
勧
誘
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の

で
厚
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
と
と
も
に

御
仏
の
御
冥
福
を
お
祈
り
し
、
誌
上
を

借
り
て
披
露
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

一
金
一
射

故
川
崎
一
藤

牧
添
田
シ
マ
嫌

故
柴
田
エ
キ
様

故
有
言
誓
機

広
渡
　
川
崎
紳
士
澱

寒
良
∴
添
田
秀
雄
殿

広
漠
　
柴
田
直
長
殿

浅
木
　
有
言
　
正
殿

0
　
0
　
0
0
0
　
0

0

0

　

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
5
0
0
0
務
2
0
袴


